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１. ご挨拶 

会社は、従業員に対し、配転（同一使用者の下での職務内容や勤務場所を変更すること）を行い又は出向

（現在の使用者との労働契約関係を維持したしたまま、他の使用者の業務に従事させること）若しくは転籍（現

在の使用者との労働契約関係を終了させ、他の使用者との間で労働契約関係を成立させてそこでの業務に

従事させること）を命じることがあります。これらの異動命令については、労働法令を遵守する形で行われる必

要があります。 

そこで、本号では、各国における配転・出向・転籍に関する法規制についてご紹介いたします。 

過去の Newsletterはこちら 

 

１．社外取締役、顧問契約、内部通報窓口業務のご案内 

社外取締役の重要性が高まっており、企業統治指針（コーポレートガバナンス・コード）の改定指針では東

証 1 部を引き継ぐ「プライム市場」の企業に対し、独立した社外取締役を全体の 3 分の 1（その他の市場の上

場会社においては 2 名）以上選任すべきとしています。当グループは海外経験豊富な弁護士が揃っており、

海外展開をしている又は予定がある企業に対して法的観点からの助言のみならず実体験に基づくビジネス上

の助言をできると思いますので、社外取締役を探されている場合には遠慮なくご相談ください。 

次に、法律顧問料の見直しをご検討中の方、当事務所は個々の事情に合わせて柔軟に顧問契約プランを

設定可能です。また、当グループでは 1 か国のみならず、複数国を顧問対象とするグローバル顧問契約も用

意しております。法務部門を丸ごと受託するような代替法務サービスも提供可能です。個々のご事情に沿った

顧問契約を承っておりますので、遠慮なくご相談ください。 

また、当グループは顧問契約などの継続的なお取引のない方でも、案件ごとにご依頼いただけます。 

・ 法律顧問契約を解約した、顧問先がない 

・ 人員削減のため手が回らない 
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・ 法務に関する事案は日本の親会社の法務部が管轄するが、現地でのサポートが欲しい、etc.… 

といった方、新規取引に関する契約書の作成やレビュー、雇用契約に関するご相談、債権回収に関するご相

談、日本語での解説、書類の用意、手続き代行など、幅広く承っておりますので、お気軽にお問合せください。 

内部通報窓口について、日本のみならず、当事務所の拠点がある各国でも対応可能です。近時、海外拠

点においても窓口を設ける企業が増加しており、委託先を探されている企業はご相談下さい。 

 

 

２．対応業務及び対応方法 

法人のお客様がメインですが、個人のお客様にも対応しております。不動産購入、賃貸借トラブル、相続、

国際離婚、ビザ手続、証明書申請の代行など、ご不安なことがありましたらご相談ください。 

当グループは直接の面談に限らず、スカイプ及び Zoom 等の手段を利用してオンラインでの面談について

も対応しております。また、日本国内においても東京、大阪及び佐賀に事務所を有しており、ご都合の良い事

務所にお越し頂き、その事務所にて各国の事務所と繋いで対応させて頂くことも可能です。 

また、海外の案件のみならず、日本国内の案件についても幅広く取り扱っておりますので何かございました

らお気軽にお問い合わせ下さい。 

 

 

３．ジェトロのプラットフォームコーディネーター事業、中小機構の国際化支援、神戸市海外ビジ

ネスセンターのご案内 

 当グループのマレーシア事務所、バングラデシュ事務所、メキシコ事務所はジェトロのプラットフォームコー

ディネーターに選任されております。https://www.jetro.go.jp/services/platform/（各国・地域ページをご覧く

ださい） 

 また、当グループのメンバーが、中小機構の中小企業アドバイザー（新市場開拓）に選任されております。 

共同代表： 永田貴久弁護士、堤雄史弁護士 

メキシコ事務所：  津村亜希子ゼネラルマネージャー 

マレーシア事務所：荻原星治弁護士、西谷春平弁護士 

バングラデシュ事務所：藤本抄越理リーガルコンサルタント  

 フィリピン事務所の金子知史弁護士は、昨年度に続き、2024年度も、神戸市海外ビジネスセンター・アドバイ

ザーに選任されております。 

 当グループ共同代表の堤雄史弁護士が、昨年度に続き、ジェトロの「新輸出大国エキスパート業務（法務分

野）」の専門家に選任されております。 

 上記事業の利用要件を満たせばこれらの制度を利用して無償で相談可能ですので、是非積極的にご活用

下さい。 恐縮ですが、これらの制度の利用を希望される方は、ジェトロ、中小機構又は神戸市海外ビジネスセ

ンターにご連絡頂きますようお願いいたします。 

https://www.tnygroup.biz/index.html
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１．日本 

⑴ 配転に関する規制 

配転については、判例上、業務上の必要性と本人の職業上・生活上の不利益の両方の観点を考慮して行 

われるべきものとされています。 

この点、最高裁は、業務上の必要が存しない場合又は業務上の必要が存する場合であっても、他の不当

な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるも

のであるときには、配転命令権の行使が権利の濫用となる旨の判断枠組みを示しています（最高裁昭和 61年

7月 14日）。 

 

(2) 出向・転籍に関する規制 

出向命令が有効であるといえるためには、就業規則等で出向命令権が定められていることの他に、配転命

令と同様、権利濫用にならないようにしなければなりません。労働契約法 14条は、「使用者が労働者に出向を

命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の

事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。」として、権利濫

用について明文規定を設けています。 

転籍命令については、単に転籍を命じ得ることを就業規則などで包括的に定めておくだけでは足りず、転

籍先企業が明示され、一定期間後の復帰が予定される等、労働者に不利益がないようしておかなければ、命

令が無効とされる可能性があります。 

 

第 3．各国における配転・出向・転籍に関する法規制 
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２．タイ 

(1)  配転に関する規制 

タイの法律上、配転に関する見解は一様ではないものの、勤務地の変更や職務の変更の有効性について、

①使用者の命令が適法、正当かつ公正であると認められること、②降格ではなく、かつ、賃金、福利厚生が現

在のものを下回らないことである場合には、会社は従業員に対する配転を命じることができると、判示した判決

があります。 

配転命令が違法であると判断されないためには、配転命令がありうることを就業規則に明記・周知しておく

ことや、雇用契約書にも配転命令があり得ること明記しておくこと、配転の際に労働者の個別の同意を得てお

くことなどが考えられます。 

 

(2)  出向・転籍に関する規制 

民商法典 577 条 1 項は、「使用者は、労働者の同意を得て、その権利を第三者に譲渡することができる。」

と規定しています。 

出向や転籍命令については、配転命令と同様に、その有効性が問題とならないよう、出向や転籍命令があ

りうることを就業規則に明記・周知しておくことや、雇用契約書にも配転命令があり得ること明記しておくこと、

配転の際に労働者の個別の同意を得ておくことなどが考えられます。 

  

 

 

３．マレーシア 

(1) 配転に関する規制 

配転については、使用者が本来的に当該命令を発する権利を有するものとして、原則として労働者に対し

て有効に命令を発することができるとされています。ただし、紛争予防のためにも、労働契約書や就業規則に

おいて、配転命令に関する条項を明記することが望ましいとされています。 

他方、当該配転命令について、不当な目的・理由をもってなされたことが認められる場合には、実質的には

降格処分（これにより労働者が退職したような場合には、解雇処分）とみなされ、当該処分において本来的に

充足すべき要件が充足しておらず無効とされることがあります。 

 

(2) 出向・転籍に関する規制 

異なる使用者の下で労働者を就労させるためには、原則として労働者の同意が必要となります。 

裁判例には、グループ会社のさらに子会社への異動命令の有効性について、①労働契約上、労働者がグ

ループ内の別会社への異動命令を承諾する旨の条項は存在しないこと、②元所属会社と当該グループ会社
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とが機能的・財政的な統一性を有しているとはいえないこと及び③所属会社と異動先の子会社とでは事業内

容が異なっていること等の理由から、当該異動命令は無効である旨を判示しているものがあります。 

当該裁判例によれば、グループ会社が所属会社との関係で機能的・財政的な統一性を有している場合又

は異動先の事業内容が元所属会社と同一の場合には、当該異動命令が有効と判断される余地も残されては

います。しかしながら、紛争防止の観点からは、雇用契約中に異動を可能にする条項を盛り込み、さらに異動

の際にも改めて労働者の同意を得ることが望ましいと考えられます。 

 

  

  

４．ミャンマー 

⑴ 配転に関する規制 

労働法上、配転を規制する明文上の法規制はありません。もっとも、労働及び技術向上法に基づくと、雇用

契約書に業務内容や業務実施場所等を明記しなければならない旨が規定されています。そのため、これらを

変更するためには、雇用契約書内に、使用者の配転命令により就業場所や業務内容に変更がありうる旨を記

載しておく必要があります。 

 

(2) 出向・転籍に関する規制 

労働法上、出向や転籍に関する明文上の法規制はありません。しかし、異なる使用者の下で労働者を就労

させるためには、雇用契約書を締結し直す必要があるため、労働者の同意が必要となり、労働者の同意なく

出向や転籍を行うことは無効と解されます。 

 

 

 

５．メキシコ 

⑴ 配転に関する規制 

連邦労働法上、配転を規制する明文上の法令はありません。もっとも、同法では、業務内容や業務実施場

所等を明記しなければならない旨が規定されています（25 条）。後の紛争を防止するためには、雇用契約書

や就業規則内に、配転により就業場所や業務内容に変更がありうる旨を記載しておくことが望ましいです。 

 

⑵ 出向・転籍に関する規制 

出向（現在の使用者との労働契約関係を維持したしたまま、他の使用者の業務に従事させること）について

は、同法 12条による規制を受ける可能性があります。 

同法は、労働者派遣について、「自身の労働者を他者の利益のために利用可能とし、または提供すること」

と示し、原則禁止としています(12条)。 
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上記の例外として、派遣された労働者が、派遣先企業の事業目的又は主要な経済活動に含まれる業務を

行わない場合で、派遣元企業が労働社会保障省への登録を行っている場合には、派遣することも認められて

います。また、同一企業グループ間で実施される補完的業務の提供についても、この条件が適用されます

（12条、13条、15条）。 

現在の使用者との労働契約を維持したまま、他の使用者の業務に従事させることは、「自身の労働者を他

者のために提供すること」に該当し、同法の規制を受ける可能性があります。 

 

 

 

６．バングラデシュ 

（1） 配転に関する規制 

労働法上、配転を規制する明文上の法令はありません。もっとも、労働規則第 19 条（4）では、雇用契約書

（Appointment Letter）に、所属や職種を明記しなければならない旨が規定されています。後の紛争を防止す

るためには、配転の可能性がある場合は、雇用契約書や就業規則内に、配転により就業場所や業務内容に

変更がありうる旨を記載しておくことが望ましいです。 

 

（2） 出向・転籍に関する規制 

出向（現在の使用者との労働契約関係を維持したしたまま、他の使用者の業務に従事させること）について

は、労働者派遣として、労働法 3A 条が適用される可能性があります。他方、「派遣会社」とは、労働のための

契約に基づき、労働者を供給することを事業目的として登録された会社であると定義されており（労働規則第

2条（f））、「出向」は想定していないとも解されます。 

なお、2013 年労働法改正にて、派遣会社の政府への登録が義務付けられ（労働法第 3A 条（1））、派遣会

社によって派遣される労働者は派遣会社の労働者として同法の規定が適用されると定められています（同条

（3））。また、2022 年の労働規則の改正により、派遣会社を通じて派遣される労働者の賃金は、正社員として

同等の業務に従事する（派遣先の）労働者の賃金を下回ってはならず、その基本給は、派遣会社が（派遣先

へ）請求する賃金額の 50％を下回ってはならないと規定されました（労働規則第 16条）。更に、全ての派遣会

社は、「労働者社会保障基金」の名称で銀行口座を開設し、積み立てなければならないと定められています

（労働規則第 17条）。なお、EPZ労働法において、派遣会社に関する規定は存在しません。 

転籍（現在の使用者との労働契約関係を終了させ、他の使用者との間で労働契約関係を成立させてそこ

での業務に従事させること）について定めた法令はありません。しかし、異なる使用者の下で労働者を就労さ

せるためには、雇用契約書を締結し直す必要があるため、労働者の同意が必要となり、労働者の同意なく転

籍を行うことは無効と解されます。 
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７．フィリピン 

(1) 異動・配置転換 

フィリピンにおいて、法的には、従業員の異動（Transfer）と配置転換(Reassignment)は同じものとして考えら

れています。そして、会社による、適法な異動及び配置転換の要件は以下のとおりです。 

・勤務を中断することなく、階級や給与が同じ別の職位に移ること  

・正当な事業目的のために行われること。異動が差別等に基づいている場合、または十分な理由なく降格等

のために行われる場合は、違法となる 

・異動が合理的で、従業員にとって不利益でないことを示すこと 

 

(2) 出向 

出向とは、従業員が一時的に別の会社で働くことをいいます。フィリピンにおいては、出向元が出向社員の

給与や出向に関連するその他の費用を負担することが一般的です。 

出向では、出向元との契約が継続しつつ、出向先で勤務することになるため、出向元との契約の継続性が

問題なることがあります。判例（Intel Technology Philippines, Inc. v. NLRC G.R. No. 200575, 05 February 

2014.）は、この点について、「出向契約等における会社と従業員の関係の継続、または終了は、以下の基準

によって判断」するとして、以下の 4つの要素を挙げています。 

・従業員の選任と採用に対する権限がどちらにあるか 

・賃金の支払いをどちらが行うか 

・解雇の権限がどちらにあるか 

・従業員の行動を管理する会社の権限がどちらにあるか 

 

(3) 人事異動が違法であると判断された場合 

配置転換などの人事異動に関して、裁判所は、その異動が合理的で、従業員にとって不利益ではないこと

を証明する責任が会社にあると判断しています。仮に会社がこの点を証明できなかった場合、その人事異動

は退職強要（Constructive Dismissal）であると裁判所によって判断されます。退職強要（Constructive 

Dismissal）とは、会社が従業員の労働条件を不利なものなどにして、従業員が退職せざるを得ない状況を作り

出すことを指します。 

会社の人事異動が退職強要に該当した場合、解雇された従業員を同等の職位に復職させるか、復職が不

可能な場合は代わりに退職金を支払うことを命じられます。それだけではなく、会社は、違法な解雇に対する

損害賠償や弁護士費用に対しても支払いを命じられる可能性があります。 
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８．ベトナム 

(1)  配置転換ができる場合 

使用者は、以下 4つのいずれかの場合に限り、従業員を一時的に他の職種や業務に就かせることができま

す。 

・ 自然災害、火災、危険な伝染病による予期せぬ困難 

・ 労働災害または職業性疾病の予防措置および改善措置の実施 

・ 電気や水道の不通 

・ 業務上および生産上の要求（就業規則に規定する必要があります） 

配置転換は、従業員の健康状態や性別の適性を考慮して決定されなければなりません。 

 

(2) 配置転換期間および配置転換通知期間  

① 配置転換日数：1年間に最大で 60日。  

配置転換日数が 60 日を超える場合、使用者は労働者から書面による同意を得なければなりません。ま

た、労働者は、配置転換日数 60日を超える場合、配置転換を拒否することができます。 

② 事前の配置転換通知：3営業日以上前。 

配置転換通知には、配置転換期間を記載する必要があります。 

 

⑶ 給与および補償 

① 配置転換後の職位／職務／業務における新給与 

・ 新給与は、配置転換先の職位／職務／業務に基づくものとします。ただし、旧給与の 85％以上の額

とし、最低賃金を下回らないものとします。 

・ 新給与が旧給与を下回る場合、30営業日は旧給与が維持されます。 

② 1 年間の累積労働日数が 60 日を超える配置転換を拒否し、休業を余儀なくされた従業員に対して使用

者が支払う補償金 

使用者は従業員に対して、休業手当を支払う必要があります（労働法第 99条）。  

 

 

 

９．インド 

⑴ 配転に関する規制 

 労働法上、配転を規制する明文上の法令はありません。労働者を配転する使用者の権利は、雇用契約や

就業規則に定められた条件から生じると考えられます。裁判所は、使用者による配転の決定が誠実な管理上

の理由と業務の緊急性からなされたものである限り、不当なものとは判断しないと考えられています。 
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⑵ 出向・転籍に関する規制 

 労働法上、出向・転籍を規制する明文上の法令はありません。異なる使用者の下で労働者を就労させるた

めには、新たな雇用主の下での雇用契約書を締結し直す必要があるため、労働者の同意が必要となります。 

 

 

 

１０．アラブ首長国連邦（ドバイ） 

⑴ 配転に関する規制 

 労働関係に関する規則（2021 年連邦令第 33 号。以下、「連邦労働法」といいます。）第 12 条は、労働者の

経験と学歴資格に鑑みて雇用契約で合意した仕事と根本的に異なる仕事を労働者に割り当てることを原則と

して禁止し、労働者が書面で合意した場合には転配は可能ではあるが、そのために転居を余儀なくされる等

のときは、転居や家賃等のあらゆる経費を使用者が負担しなければならないと規定しています。なお、例外的

に根本的に異なる仕事への配転が認められるのは、事故防止又は労働者が生じさせた損害の修復のために

必要と考えられるもので、年間 90日を超えない期間に留まります（連邦労働法施行規則第 13条第 1項）。 

 

(2) 出向・転籍に関する規制 

 出向・転籍については、連邦労働法に規定はありません。雇用契約終了後に労働者は他の使用者と雇用

契約を締結できる（連邦労働法第 49 条）ので、労働者が同意すれば、雇用期間の満了または法定解除事由

である双方の書面による合意（第 42 条第 1 項）若しくは約定の通知期間を経た解除（同条第 3 項）または労

働者に帰責事由のない解雇（施行規則第 27 条第 1 項 c 号）による雇用契約の終了後に、転籍させることは

可能です。他方、使用者には雇用する外国人労働者の就労許可の取得義務があり（連邦労働法第 6 条第 1

項）、労働者が元の使用者との雇用契約に基づく労働許可のままで、他の使用者の下で稼働することは原則

としてできないため、アラブ首長国内での出向は困難です。ただし、元の使用者で稼働しつつ、他の使用者

でも稼働するダブルワークの形態や、本土の使用者の下で働く労働者がフリーゾーン内で稼働する一時的な

労働許可をとる等、複数の使用者の下で雇用されることが可能となる場合もあります。 

 

 

発行  TNY Group 
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 【TNY グループ及び TNY グループ各社】 

・TNY Group  

 URL: http://www.tnygroup.biz/ 

・東京・大阪（弁護士法人プログレ・TNY 国際法律事務所（東

京及び大阪）、永田国際特許事務所） 

 URL: https://tny-lawfirm.com 

・佐賀（TNY 国際法律事務所） 

 URL: https://tny-saga.com/ 

・タイ（TNY Legal Co., Ltd.） 

 URL: http://www.tny-legal.com/ 

・マレーシア（TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD.） 

 URL: http://www.tny-malaysia.com/ 

・ミャンマー（TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.） 

URL: http://tny-myanmar.com 

・メキシコ（TNY LEGAL MEXICO S.A. DE C.V.） 

 URL: http://tny-mexico.com 

・エストニア（TNY Legal Estonia OU） 

URL: http://estonia.tny-legal.com/ 
・バングラデシュ（TNY Legal Bangladesh） 

 URL: https://www.tny-bangladesh.com/ 

・フィリピン（GVA TNY Consulting Philippines, Inc.） 

 URL: https://gvalaw.jp/offices/philippines 

・ベトナム（KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) CO., Ltd.） 

 URL: https://www.kt-vietnam.com/ 

・イギリス（TNY CONSULTING (UK) Ltd.） 

 URL: https://uk.tny-legal.com/ 

・UAE（ドバイ）（Hussain Lootah & Associates ジャパンデス

ク設置） 

 URL: https://dubai.tny-legal.com/ 

・インド（TNY Services (India) Private Limited） 

 URL:  https://tny-india.com/ 

 

Newsletter の記載内容は

2024年 7月 25日現在のも

のです。情報の正確性につ

いては細心の注意を払って

おりますが、詳細について

は各オフィスにお問合せくだ

さい。 

https://www.tnygroup.biz/index.html
http://www.tnygroup.biz/
https://tny-lawfirm.com/
https://tny-saga.com/
http://www.tny-legal.com/
http://www.tny-malaysia.com/
http://tny-myanmar.com/
http://tny-mexico.com/
http://estonia.tny-legal.com/
https://www.tny-bangladesh.com/
https://gvalaw.jp/offices/philippines
https://www.kt-vietnam.com/
https://uk.tny-legal.com/
https://dubai.tny-legal.com/
https://tny-india.com/

